
月 日まで

Ａ．一般学生（独立生計者及び私費外国人留学生を除く学生）
No

2

3

（１）　家計支持者の所得に関する必要書類　（家計支持者：原則父母。父母がともにいない場合は父母に代わる者）

No

4

5

6

7

8

9

10

1 授業料免除申請書（様式1）

1．記入にあたっては，「授業料免除申請書及び家庭調書記入上の注意」を参照し，
　　書類基準日現在の状況を記入してください。
　　書類基準日：前期申請分は2023年4月1日　後期申請分は2023年10月1日
2．家族状況については，「世帯」の考え方を参考にして，もれなく記入して
　　ください。

提出書類一覧表（本紙） 本紙をよく確認して提出書類を揃えてください。

給与所得者
（パート・アルバ
イト等を含む。)

2022年1月1日以前
から勤務している者

○令和4年分の源泉徴収票の写 勤 務 先

2022年1月2日以降
に就職・転職した者や
再雇用となった者等

○給与支払（予定）証明書（様式４） 勤 務 先

対　象　者 提　出　書　類 発行機関等

以下の期間内に退職した者
・授業料免除：基準日前6ヶ月以内
・入学料免除等：基準日前1年以内
（パート・アルバイト等の者も含む）

○退職の事実がわかる書類を提出
（例）離職票，退職手当の源泉徴収票，給与所得の源泉徴収票（退職
　　　年月日が記載されていること），退職に関する証明書（様式
６）等

元 勤 務 先

就労可能な無職者
（ただし、専業主婦，雇用保険受給中の
者，65歳以上の者，就学者は除く。）

保 管 中 の も の

商業，工業，農林
業，水産・漁業，
その他の職業，
利子・配当所得，
その他雑所得のあ
る者，

2022年1月1日以前
から事業を行っている
者

＜確定申告をしている場合＞
○令和4年分確定申告書の第一表・第二表の写と，
　青色申告決算書又は収支内訳書の写
＜市区町村民税・都道府県民税の申告をしている場合＞
○令和5年度市区町村県民税申告書の写と，収支内訳書の写
※前期分申請時，書類提出期間以降に確定申告又は住民税の申告を
　行う予定の場合は，申告後速やかに提出すること。
※確定申告又は住民税の申告において給与収入や年金収入もある方
　は，原則No.4,5,10の書類も提出してください。

○農業で転作奨励金を受けている場合は，受給金額のわかる通知書
　の写又は証明書

保 管 中 の も の
税 務 署
市 区 町 村 役 場
農 業 協 同 組 合

2022年1月2日以降
に開業・転業した者

○年収見込申立書（様式５）

○無職の申立書（様式1０）
○無職者の健康保険証の写（有効期限が基準日以降のもの）
※専業主婦でも所得・課税証明書に収入がある場合及び予備校生等は
   必要。

様式２

　　　　　　提　出　書　類　一　覧　表　　　　　
所　　属 申請者氏名 学生番号 不備書類提出期日

所得・課税証明書（原本）
〔所得の有無にかかわらず，父母分〕
（父母がともにいない場合は，父母に代
わる家計支持者分）

（市区町村役場発行）

1．前期申請時は，「令和4年度 所得・課税証明書」
   （令和3年（2021年）分の所得が記載されています）を提出すること。
    後期申請時は，「令和5年度 所得・課税証明書」
　（令和4年（2022年）分の所得が記載されています）を提出すること。
2．所得額および住民税額（市区町村民税所得割額）が表示されていること。
　　金額が記載されていない証明書は不可です。
　　※所得がない者（専業主婦，学生等）は，合計所得金額が「0円」と記載された
　　　証明書を提出してください。
　　※住民税が非課税の場合は、「0円」もしくは「非課税」と記載のあるものを
　　　提出してください。

研究科

書類提出日　　　　月　　　　日

提　出　書　類 留　　意　　事　　項

○同居・別居を問わず，申請者と生計を一にするもの全員を家族として数えます。
　 ※実家に住む者，実家を離れて修学している兄弟，単身赴任をしている方，扶養親族など
○就職や結婚などで独立の生計を営む兄弟や、生計を一にしない祖父母などは，世帯人数に数えません。

★「世帯」の考え方★

（注意）
書類提出後から書類基準日までの間，申請内容に変更があった場合は，速やかに届け出てください。届け出のないま
ま後日変更の事実が判明した場合，免除決定後であっても免除の許可を取り消すことがあります。

（１/３）

年金・恩給等受給者
（遺族年金，障害年金，農業者年金，個人
年金，企業年金等の年金を含む）

○最新の年金額改定通知書又は年金振込通知書の写
※2022年中から受給が開始した年金がある場合は，その年金の
   年金証書の写など1年分（12ヶ月分）の受給金額がわかるものを
   併せて提出してください。
※複数の年金を受給している場合，それぞれの証明書を提出して
　ください。

保 管 中 の も の
日 本 年 金 機 構
総 務 省 人 事 ・ 恩 給 局

保 険 会 社 等



No

11

12

13

14

15

（２）　就学者に関する必要書類

No

17

（３）　特別控除に関する必要書類

No

18

19

20

21

22

（４）　その他の書類

No

23

24

25

○書類提出時の注意事項
　・小さな書類はA4の台紙に貼って提出してください。

　・提出書類は返却，貸し出し及び閲覧ができませんので，必要に応じコピーをとっておいてください。

　・書類は申請者が黒のボールペンで記入し，訂正は修正液等を使用せず，訂正箇所に二本線を引き，余白に正しい内容を記入してください。

（２/３）

児童手当・児童扶養手当等受給者
（育成手当・遺児手当等を含む）

○最新の手当支給（改定）通知書等の写
　（基準日現在の手当月額，期間の分かるもの）

市 区 町 村 役 場

対　象　者 提　出　書　類 発行機関等

傷病手当金受給者 ○最新の傷病手当金支給決定通知書等の写
勤務先，社会保
険 事 務 所

育児休業給付金受給者 ○育児休業給付金支給決定通知書等の写
職 業 安 定 所
共 済 組 合 等

生活保護費受給者
○直近１年間分の生活保護決定（変更）通知書等の写
　（支払金額，年月日が記載されたもの）

福 祉 事 務 所

雇用保険受給者（受給予定者を含む） ○雇用保険受給資格者証の写（全ページ） 職 業 安 定 所

長期療養者
（医療保険利用者で，申請時現在6ヶ月以
上療養中又は6ヶ月以上療養を必要とする
場合）
※控除を希望しない場合は提出不要です。

対　象　者 提　出　書　類 発行機関等

16

在 学 校

高校生以上の就学者
（専門専修学校，高等専修学校を含む）

※予備校・各種学校（職業訓練校など）等在籍者は就学者控除の対象とならないた
め，家庭調書(様式１(裏))の「家族状況」は「就学者を除く家族」欄に記入すること。
※（前期申請時）4月入学予定の就学者がいる場合は，入学後に提出すること。
（4月１４日（金）締切）

○医療費等支払明細書（様式８）
○１ヶ月以内に発行の診断書の原本（「病名」，「申請時現在におい
   て6ヶ月以上にわたり療養中又は6ヶ月以上の療養を要する旨」
   及び「現在の状況」を明記したもの）
○医療費等の領収書の写，又は支払証明書の原本（提出前１年間
　の月々の医療保険自己負担分支払額がわかるもの。入院・外来別)

医 療 機 関
保 管 中 の も の

対　象　者 提　出　書　類 発行機関等

母子・父子世帯 ○母子・父子世帯申立書（様式７）

○以下のどちらかを提出
・在学証明書（原本）
・学生証（生徒証）の写
（発行日又は有効期限の記載から基準日現在の在籍がわかること）
※なお、本人及び鳥取大学生の兄弟姉妹分は不要

自宅外通学をしている者で、実家と学校が
近郊（同一・近隣の市内・県内等）にある
就学者

○アパートの契約書等の写 保 管 中 の も の

●家計支持者の所得について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
以下のいずれかに該当する方

①国や地方公共団体が実施する公的支援（給付金や税金の納付猶予等）を
受けている
※公的支援は、支援を受けるにあたり収入の審査があるものに限る。「別
紙（例）」を参照

②世帯全体の所得の合計（家計支持者の所得の合計）が、2021年所得と
比較して、1/2以下となっている方
※独立生計者及び私費留学生は、給与・アルバイトだけでなく、奨学金・
送金・貯金等を含めた合計額。（「家計状況調書（様式３）」の収入欄に
準ずる）

【提出書類】

・公的支援の受給証明書（左記①に該当する方のみ）
・直近3ヶ月分の収入がわかるもの
　給与所得の場合：直近3か月分の給与明細（コピー）
　給与以外の所得の場合：直近3か月分の所得を記入し
た
　　　　　　　　　　　　「年収見込申立書（様式
５）」

※退職して無職の場合は、提出書類一覧表（様式２）の
　No.８およびNo.９を参照

様式２

その他特に説明を要する場合
（特殊な家族構成等）

○申立書（様式1１）
○大学が必要と認める書類
※特別な事情がある場合は，担当係までご相談ください。

対　象　者 提　出　書　類 発行機関等

学資負担者が死亡した場合
・授業料免除：基準日前6ヶ月以内，
　新入生は前期申請のみ入学前1年以内
・入学料免除等：基準日前１年以内

○死亡診断書の写，又は死亡したことが確認できる戸籍抄（謄）本等
○死亡した学資負担者の直近の所得証明書
○遺族年金等支払（見込）証明書

市 町 村 役 場
保 管 中 の も の

長期療養者
（介護保険利用者）
※控除を希望しない場合は提出不要です。

○介護保険介護サービス費支払明細書（様式９）
○介護保険被保険者証又は要介護認定・要支援認定等結果通知書の写
○介護サービス費等の領収書の写，又は支払証明書の原本（提出前
　1年間の月々の介護保険自己負担分支払額がわかるもの）

保 管 中 の も の
介 護 サ ー ビ ス
提 供 施 設

本人又は学資負担者が風水害等を受けた場合
・授業料免除：基準日前6ヶ月以内，
　新入生は前期申請のみ入学前1年以内
・入学料免除等：基準日前１年以内

○罹災証明書，被災額を証明できる書類等
○保険金等支払（見込）証明書
○修理費等の領収書等の写

市 町 村 役 場
消 防 署 等
損 保 会 社 等
建 築 業 者 等

障がい者等（申請者本人を含む）
○身体障害者手帳，療育手帳等の写
※家計支持者が障害年金を受給中であれば、No.10を参照して
　ください。

保 管 中 の も の



月 日まで

Ｂ．独立生計者
No

2

3

26

27

28

29

30

31

32

Ｃ．私費外国人留学生
No

2

26

27

31

32

（３/３）

その他，申請者本人及び配偶者の所得に
関する書類や，子に関する書類など

提出書類一覧表の「A．一般学生 （１）家計支持者の所得に関する必要書類  ～
（４）その他の書類」を参照して提出してください。

父母等の源泉徴収票，確定申告の写

扶養親族がわかるものを提出してください。
※なお，申請者本人が結婚していて配偶者や子を扶養していること（配偶者に扶養さ
れている場合を含む）などから，父母からの独立が明らかである場合は、省略可で
す。

申請者本人の健康保険証の写 申請者本人が被保険者であり，有効期限が基準日以降のもの。

TA・RAの雇用依頼書などの写 時給，勤務予定総時間がわかるもの。

提　出　書　類 留　　意　　事　　項

1 授業料免除申請書（様式1）

1．記入にあたっては，「授業料免除申請書及び家庭調書記入上の注意」を参照し，
　　基準日現在の状況を記入してください。
　　基準日：前期申請分は2023年4月1日　後期申請分は2023年10月1日
2．家族状況については，「世帯」の考え方を参考にして，もれなく記入して
　　ください。
3．書類提出後から基準日までの間に変更があった場合は，速やかに届け出てくだ
　  さい。届け出のないまま後日変更の事実が判明した場合，免除決定後であっても
　  免除の許可を取り消すことがあります。

提出書類一覧表（本紙）

住民票（原本）
同居・別居を問わず申請者と生計を一にする者全員について，世帯全員がまとめて
表記された（「世帯全員分」であることが明記された）もの。

別居の父母等の住民票及び所得・課税証
明書（原本）　（市区町村役場発行）

所得・課税証明書については扶養人数がわかるものを提出してください。
※なお，申請者本人が結婚していて配偶者や子を扶養していること（配偶者に扶養さ
れている場合を含む）などから，父母からの独立が明らかである場合は、省略可で
す。

所得・課税証明書（原本）
〔所得の有無にかかわらず，申請者本人
 と配偶者分〕

（市区町村役場発行）

1．前期申請時は，「令和4年度 所得・課税証明書」
   （令和3年（2021年）分の所得が記載されています）を提出すること。
    後期申請時は，「令和４年度 所得・課税証明書」
　（令和4年（2022年）分の所得が記載されています）を提出すること。
2．所得額および住民税額（市区町村民税所得割額）が表示されていること。
　　金額が記載されていない証明書は不可です。
　　※所得がない者（専業主婦，学生等）は，合計所得金額が「0円」と記載された
　　　証明書を提出してください。
　　※住民税が非課税の場合は、「0円」もしくは「非課税」と記載のあるものを
　　　提出してください。

家計状況調書（様式3-2）

1. 記入にあたっては，基準日現在の状況を記入してください。
　　基準日：前期申請分は2023年4月1日　後期申請分は2023年10月1日
2. 基準日現在行っていないアルバイトや，受給していない奨学金は記入しないで
   ください。

研究科

提　出　書　類 留　　意　　事　　項

1 授業料免除申請書（様式1）

1．記入にあたっては，「授業料免除申請書及び家庭調書記入上の注意」を参照し，
　　基準日現在の状況を記入してください。
　　基準日：前期申請分は2023年4月1日　後期申請分は2023年10月1日
2．家族状況については，「世帯」の考え方を参考にして，もれなく記入して
　　ください。
3．書類提出後から基準日までの間に変更があった場合は，速やかに届け出てくだ
　  さい。届け出のないまま後日変更の事実が判明した場合，免除決定後であっても
　  免除の許可を取り消すことがあります。

提出書類一覧表（本紙） 本紙をよく確認して提出書類を揃えてください。

　　　要件を満たす大学院生について，本人（配偶者を含む）の一年間の総所得金額等で判定のうえ，独立生計者として認定します。
　　　（要件の詳細は，家計状況調書（様式3-2）参照）

様式２

　　　　　　提　出　書　類　一　覧　表　　　　　
所　　属 申請者氏名 学生番号 不備書類提出期日

奨学金受給決定通知書などの写 受給金額，期間が記載されたもの。

提出書類一覧表の「A．一般学生 （１）家計支持者の所得に関する必要書類  ～
（４）その他の書類」を参照して提出してください。

その他，申請者本人及び配偶者の所得に
関する書類や，子に関する書類など

住民票（原本）
日本にいる配偶者や子など申請者と生計を一にする者全員について，世帯全員が
まとめて表記された（「世帯全員分」であることが明記された）もの。

家計状況調書（様式3-1）

1. 記入にあたっては，基準日現在の状況を記入してください。
　　基準日：前期申請分は2023年4月1日　後期申請分は2023年10月1日
2. 基準日現在行っていないアルバイトや，受給していない奨学金は記入しないで
   ください。

奨学金受給決定通知書などの写 受給金額，期間が記載されたもの。

本紙をよく確認して提出書類を揃えてください。

TA・RAの雇用依頼書などの写 時給，勤務予定総時間がわかるもの。


